
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人春田政義の上告理由第一点について。

　電気かんな等の製造業者は、その製品の形態・構造に関する設計に当たり、その

製品が通常人により、その本来の目的に従い、通常の注意をもつて、操作され使用

されることを前提として、危険防止の措置をすれば足りると解したうえ、被上告人

の本件電気かんなの形態・構造に関する設計には、危険防止の措置において過失が

なく、本件事故は上告人の著しく不注意な右電気かんなの取扱いによるものにすぎ

ないと認定した原審の判断は、原審の適法に認定した原判示の事実関係のもとにお

いて、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は、独

自の見解に立つて、原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

　同第二点について。

　原判決は、電気かんなのような製品の形態・構造は、単に危険防止の観点からの

みならず、切屑排出の難易等の製品の効率、その他種々の観点から考察して、これ

を設計すべきものであるから、その製造業者には、危険防止の観点のみを重視し、

使用者がその製品を軽率に取り扱つた場合にも危険が発生しないように設計しなけ

ればならない注意義務があるとはいえないと判示したものと解すべきであり、そし

て、原判決の右判示は正当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するこ

とができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。
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